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8条-別紙 2-1 

 

1.概要 

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則に基づき、原子炉施設は、火災によりその安全性が損

なわれないようにするため、必要に応じて、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発

生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とする。 

ここで、「安全性が損なわれない」とは、試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の解釈に基

づき、安全施設が安全機能を損なわないことであり、「安全機能を損なわない」とは、原子炉を停止

でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状

態を維持できること、さらに、使用済燃料貯蔵槽においては、プール冷却機能及びプールへの給水機

能を維持できることとしている。 

本施設の安全上の特徴を踏まえ、安全施設が安全機能を損なわないために、ナトリウム燃焼に対す

る防護措置については、上記の 3つの防護措置の全てを講じるものとし、一般火災に対する防護措置

については、必要に応じて、3つの防護措置を組み合わせた設計とする。 

ここでは、第 8条（火災による損傷の防止）に係る火災防護対象機器の選定及び当該火災防護対象

機器に対する火災防護対策の考え方を示す。 

なお、実用発電用原子炉施設の設置許可基準規則の解釈では、「実用発電用原子炉施設の安全性が

損なわれない」とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めており、安全施設の安全機能が損

なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められている。 

 

2.火災防護対象機器の選定 

2.1 火災防護対象機器の選定の考え方 

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の解釈において、「安全性が損なわれない」とは、安

全施設が安全機能を損なわないことであり、「安全施設が安全機能を損なわない」とは、原子炉を停

止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその

状態を維持できること、さらに、使用済燃料貯蔵槽においては、プール冷却機能及びプールへの給水

機能を維持できることをいう。 

実用発電用原子炉施設の設置許可基準規則の解釈にあっても、火災により、発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないこととされ、ここで、「安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能を損

なわないことが求められる。また、実用発電用原子炉施設にあっては、実用発電用原子炉及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準（以下「火災防護基準」という。）への適合が求められ、火災防護

基準では、原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統及び機

器を火災から防護することを目的として、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、

系統及び機器の分類に基づいて、火災防護対策を講じることが求められる。 

火災防護対象機器の選定にあっては、試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則に基づくとと

もに、火災防護基準及び実用発電用原子炉施設の考え方＊1を参考とし、安全施設の重要度分類のクラ

ス１、クラス２、クラス３に属する構築物、系統及び機器を基本的に火災防護対象機器として選定し、

以下のとおり分類する。 

（1） 原子炉を停止し、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するための構築物、
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系統及び機器（以下「原子炉の安全停止に係る機器等」という。） 

（2） 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器（以下「放射性物質の

貯蔵又は閉じ込めに係る機器等」という。） 

（3） 使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持するための構築物、系統及び機器（以下「使

用済燃料の冠水等に係る機器等」という。） 

なお、（1）と（2）又は（3）の複数の分類に該当する火災防護対象機器については、（1）原子炉の

安全停止に係る機器等に優先して分類するものとした。 

＊1：実用発電用原子炉施設において、火災防護基準の火災防護対策を適用する安全機能を有する

構築物、系統及び機器（原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、これを維持するために必要

な安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有す

る構築物系統及び機器をいう。）の抽出の方法は、① 設計基準対象施設の中から、火災の発

生を想定した場合に、「環境条件から火災が発生しない。」、「不燃性材料で構成されている。」、

「フェイルセーフ設計のため機能に影響を及ぼさない。」、「代替手段により機能を達成できる。」

等の観点を考慮して、火災防護対策を講じる機器等を抽出する方法［1］、② 安全機能の重要

度分類のクラス１、クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系

統及び機器の中から安全機能を有する構築物、系統及び機器を選定し、当該構築物、系統及び

機器に対して、個々に「環境条件から火災が発生しない。」、「不燃性材料で構成されている。」、

「フェイルセーフ設計のため機能に影響を及ぼさない。」、「代替手段により機能を達成できる。」

等の観点を考慮する方法［2］がある。なお、①及び②の方法ともに、選定されなかった設計基

準対象施設については、消防法等に基づき設備に応じた火災防護対策を講じることとしてい

る。本施設にあっては、②の方法を参考とするとともに、全てのクラス３に属する構築物、系

統及び機器も対象とし、全ての安全施設から網羅的に選定した。したがって、実用発電用原子

炉施設と同様に、網羅的に選定した火災防護対象機器に対して、本原子炉施設の安全上の特徴

を踏まえ、安全施設が安全機能を損なわないための必要に応じた火災防護対策の組合せを検

討している。 

［1］大飯発電所３号炉及び４号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（令和２年３

月２６日時点 原子力規制部 新規制基準適合性チーム）等 

［2］女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（令和２年３月２

７日時点 原子力規制部 新規制基準適合性審査チーム）等 

 

2.2 火災防護対象機器の選定結果 

安全機能の重要度分類のクラス１、クラス２、クラス３に属する構築物、系統及び機器の火災防護

対象機器の選定結果及び当該火災防護対象機器の分類を以下に示す。 

なお、安全機能の重要度分類のクラス１、クラス２、クラス３に属する構築物、系統及び機器のう

ち、緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）を除くものを火災防護対象機器と

して選定した。 

 

（1）原子炉の安全停止に係る機器等の選定結果 
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安全機能の重要度分類のクラス１、クラス２、クラス３に属する構築物、系統及び機器の中か

ら原子炉の安全停止に係る機器等は、以下のとおり選定する。 

原子炉施設で火災が発生し、これを検知した場合、運転員の手動スクラム操作により、原子炉

を停止するため、停止機能に該当する「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）」を

有する機器等を選定する。また、当該機能の関連系である「炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）」

並びに火災を起因として、原子炉保護系（スクラム）の作動を伴う運転時の異常な過渡変化又は

設計基準事故の起因となる異常事象が発生するおそれがあることを考慮し、「工学的安全施設及

び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」を有する機器等を選定する。 

原子炉停止後に炉心の崩壊熱を除去し、停止状態を引き続き維持するための冷却機能（主冷却

系）に該当する「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」を有する機器等を選定する。また、当

該機能の関連系である「原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）」、「２次冷却材を内蔵する機

能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）」及び「１次冷却材漏えい量の低減機

能（ＭＳ－１）」を有する機器等を選定する。 

原子炉停止後に、炉心の崩壊熱を除去し、停止状態を引き続き維持することにより、放射性物

質が系統外に放出されることはないが、その状況を監視する観点で「事故時のプラント状態の把

握機能（ＭＳ－２）」を有する機器等を選定する。 

原子炉の安全停止状態の監視に係る中央制御室及び原子炉の安全停止に係る機器等の動作に

係る非常用電源設備を含む「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連

機能（ＭＳ－２）」を有する機器等を選定する。 

手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）の作動により、原子炉が停止した場合、１次主冷

却系は、１次主循環ポンプの主電動機による強制循環運転に移行（外部電源喪失時及び１次主循

環ポンプに係る故障時を除く。）、２次主冷却系は、主送風機を電磁ブレーキにより迅速に停止、

自然通風除熱に移行すること、また、原子炉冷却材温度制御系により、主冷却機のインレットベ

ーン及び入口ダンパの制御が行われることを考慮し、「通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－

３）」、「通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能（ＰＳ－３）」、「プラント計測・制御機能

（ＰＳ－３）」及び「電源供給機能（非常用を除く。）（ＰＳ－３）」を有する機器等を選定する。 

中央制御室が使用できない場合、中央制御室以外の場所から原子炉を停止させ、必要なパラメ

ータを監視するための「制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）」及び制御棒の引抜きを阻止

するための「出力上昇の抑制機能（ＭＳ－３）」を有する機器等を選定する。 

なお、「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」、「安全上特に

重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）」を有する機器等には、

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め若しくは使用済燃料の冠水等に係る機器等も含まれるが、ここ

では機能別に分類するものとして、原子炉の安全停止に係る機器等として分類する。 

 

（2）放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等の選定 

安全機能の重要度分類のクラス１、クラス２、クラス３に属する構築物、系統及び機器の中か

ら放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等は、以下のとおり選定する。 

放射性物質の貯蔵機能に該当する「原子炉カバーガス等のバウンダリ機能（ＰＳ－２）」、「原
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子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能（ＰＳ

－２）」、「燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２）」、「１次冷却材を内包する機能（ＰＳ－１以外

のもの）（ＰＳ－３）」、「放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）」及び「核分裂生成物の原子炉冷却

材中への放散防止機能（ＰＳ－３）」を有する機器等を選定する。 

放射性物質の閉じ込め機能に該当する「放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）」及び「放射

線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）」を有する機器等を選定する。 

 

（3）使用済燃料の冠水等に係る機器等の選定 

安全機能の重要度分類のクラス１、クラス２、クラス３に属する構築物、系統及び機器の中か

ら使用済燃料の冠水に係る機器等は、以下のとおり選定する。 

使用済燃料貯蔵設備の水冷却池において、使用済燃料の冠水の確保機能及び冷却機能に該当

する「燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２）」及び「燃料プール水の補給機能（ＭＳ－３）」を有

する機器等を選定する。 

 

3.火災防護対策の考え方 

原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め並びに使用済燃料の冠水等を達成し、設計基準

事故の判断基準を超えないように、以下に示す本原子炉施設の安全上の特徴を考慮した上で、火災区

画内で想定されるナトリウム燃焼と一般火災ごとに適切な火災防護対策を講じることを基本とする。 

ただし、ナトリウム燃焼が想定される火災区画にあっては、ナトリウム燃焼を起点として一般火災

が発生するおそれがあることを考慮する。また、ナトリウム燃焼を早期に感知することを目的に、一

般火災に対する火災感知器を兼用する。 

 

3.1 安全上の特徴 

本原子炉施設の火災に対する安全上の特徴を以下に示す。 

ⅰ）ナトリウムの使用 

ナトリウム冷却型高速炉である本原子炉施設では、冷却材として化学的に活性なナトリウムを

使用していること。 

 

ⅱ）原子炉の安全停止 

原子炉の安全停止を達成するためには、原子炉の停止及び冷却を達成するとともに、安全停止

状態を監視する必要がある。 

① 原子炉の停止 

・ 火災（ナトリウム燃焼を含む。）が発生し、これを検知した場合、原子炉を手動スクラムす

ることを定めるため、火災の発生を早期に感知する対策を講じる。 

・ 火災を起因として運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる事象が発生する

おそれがあるため、これらに関連する原子炉保護系（スクラム）の作動に係る機能を防護する

対策を講じる。 

・ 原子炉の緊急停止は、制御棒が自重及び静的機器による加速により短時間で炉心に挿入され
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ることにより達成できる。 

② 原子炉停止後の冷却 

・ 手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）の作動により原子炉を停止した場合の冷却は、

１次主循環ポンプポニーモータによる強制循環、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自

然通風により行われる。このうち、２次主冷却系の自然循環は、不燃性材料で構成される配管

等の静的機器により達成される。主冷却機の自然通風は、原子炉停止後の温度変化が緩やかで

あり、インレットベーン及び入口ダンパを運転員が手動で操作する時間余裕を確保できる。 

③ 安全停止状態の監視 

・ 安全停止状態は、原子炉の出力を核計装（線形出力系又は起動系）により監視、冷却状態を

原子炉容器出入口冷却材温度により監視する。また、格納容器高線量エリアモニタにより、安

全停止状態が維持され、放射性物質が格納容器内に放出されていないことを監視することが

できる。 

 

ⅲ）放射性物質の貯蔵又は閉じ込め 

放射性物質の閉じ込めは、実用発電用原子炉と比較して放射性物質の炉内インベントリが相対

的に少ないことから格納容器と格納容器の隔離弁により達成できる。このうち、隔離弁による閉

じ込め機能については、機能要求時（アイソレーション時）の事象進展が緩やかであり、運転員

が手動で操作する時間余裕を確保できる。 

 

ⅳ）使用済燃料の冠水等 

使用済燃料の冠水が維持できれば、使用済燃料が損傷することはない。水冷却池の容量と比較

して、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に貯蔵する使用済燃料の崩壊熱は小さく、水冷却池の機能

を喪失しても、手動で給水する時間余裕を確保できる。 

 

3.2 火災防護対策 

3.2.1 一般火災に対する火災防護対策 

一般火災については、火災防護基準の火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減の三

方策を適切に組み合わせる設計とする。 

火災防護基準の三方策の組合せに当たっては、本原子炉施設の安全上の特徴並びに火災防護対象

機器が属する安全施設の安全機能、配置、構造及び動作原理に係る 4つの観点を考慮する。 

一般火災に対する火災防護対策の全体像を第 3.2.1図に示す。また、火災防護対象機器リストを別

添 1に示す。 

 

（1）火災防護対象機器の機能、配置、構造及び動作原理に係る 4つの観点の考え方 

ⅰ）不燃性材料で構成されるもの 

金属等の不燃性材料で構成される火災防護対象機器は、その周囲で火災が発生したとしても、

火災によるバウンダリ機能を喪失することは考え難く、火災によってその機能が影響を受ける

おそれはない。 
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本観点は、基本的に、金属等の不燃性材料で構成される配管等の静的機器に適用する。ただ

し、動的機器であっても、安全機能としてバウンダリ等の静的機能のみを考慮する場合には、

本観点を適用する。 

不燃性材料で構成されるものに該当する主な火災防護対象機器 

・ 不燃性材料で構成される静的機器に該当するもの 

例：原子炉容器、格納容器等 

・ 動的機器のうち、当該動的機能が原子炉の安全停止等を達成する観点で影響を及ぼさない

ものである一方で、不燃性材料で構成されるバウンダリによる閉じ込め機能等を有するも

の 

例：１次補助冷却系の循環ポンプ、気体廃棄物処理設備の圧縮機等 

※：１次補助冷却系の循環ポンプは、設計基準事故時のその循環（冷却）機能として期待

しているものではない。当該ポンプは、原子炉冷却材バウンダリを構成する機器として、

原子炉冷却材バウンダリ（ＰＳ－１）に該当するものとして選定している。このため、

火災による影響については、不燃性材料で構成されるバウンダリとして考慮する（第

3.2.1.1 図に１次補助冷却系循環ポンプの概略図を示す。）。 

※：気体廃棄物処理設備の圧縮機は、設計基準事故時にその動的機能を期待しているもの

ではない。当該圧縮機は、内部に放射性物質を貯蔵していることから、原子炉冷却材バ

ウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能（ＰＳ－２）

に該当するものとして選定している。このため、火災による影響については、不燃性材

料で構成されるバウンダリとして考慮する。 

・ 動的機器のうち、通常時、機能要求時及び駆動源喪失時に状態が変わらないものであり、

不燃性材料で構成されるバウンダリによる閉じ込め機能等を有するもの 

例：格納容器隔離弁の一部等 

※：格納容器の隔離弁のうち、通常時及び機能要求時（アイソレーション時）ともに閉で

あり、かつ、駆動源を喪失した場合にフェイルクローズ又は状態が保持される弁が該当

する。当該弁に関連するケーブル等が焼損し、開閉機能を喪失したとしても、閉状態が

維持されるため閉じ込め機能は確保される。このため、火災による影響については、不

燃性材料で構成されるバウンダリとして考慮する。 

 

ⅱ）環境条件から火災が発生しないもの 

水中又は不活性ガスである窒素雰囲気中（格納容器（床下）が該当する。）では、火災が発生

するおそれはなく、当該雰囲気中に設置される火災防護対象機器が火災による影響を受け、そ

の機能を喪失するおそれはない。 

ただし、格納容器（床下）は、原子炉停止後に保守等のため、空気雰囲気に置換することを

考慮する（格納容器（床下）の火災防護対象機器の配置及び火災防護の考え方を別添 2に示す。）。 

環境条件から火災が発生しないものに該当する主な火災防護対象機器 

・ 水中に設置されるもの（ただし、水中に設置されるものは、不燃性材料で構成される静的

機器にも該当する。） 
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例：使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック等 

・ 窒素雰囲気中（格納容器（床下））に設置され、かつ、静的機器に該当するもの 

例：原子炉冷却材バウンダリ等 

・ 窒素雰囲気中（格納容器（床下））に設置され、かつ、動的機器に該当するもの 

例：原子炉容器出入口冷却材温度計（ただし、窒素雰囲気中に設置されないケーブル等の一

部は、個々に考慮する。）等 

 

ⅲ）フェイルセーフ設計のため、機能に影響を及ぼさないもの 

火災による影響を受けたとしても、火災防護対象機器の通常運手時の状態及び機能要求時の

状態並びにその動作原理から機能が確保される場合に考慮する。 

以下にフェイルセーフ設計のため、機能に影響を及ぼさないものに該当する主な火災防護対

象機器を示す。 

フェイルセーフ設計のため、機能に影響を及ぼさないものに該当する主な火災防護対象機器 

・ 通常時と機能要求時で状態が異なるが、駆動源喪失時に、機能要求時の状態に移行するも

の 

例：格納容器の隔離弁の一部等 

※：格納容器の隔離弁のうち、通常時に開、機能要求時（アイソレーション時）に閉で、

駆動源喪失時にフェイルクローズとなる弁が該当する。当該弁に関連するケーブル等が

焼損したとしても、フェイルクローズとなるため、閉じ込め機能は確保される。 

・ 系の遮断又は駆動源喪失時に、制御棒が炉心に急速に挿入されるもの 

例：ロジック盤、１次主循環ポンプトリップ検出器、制御棒駆動系の駆動機構等 

※：系の遮断又は駆動源喪失時に制御棒は炉心に急速挿入され、原子炉の緊急停止機能は

達成される。 

 

ⅳ）代替手段により機能を達成できるもの 

火災による影響を受けたとしても、代替措置を講じるまでの時間余裕、操作性等を考慮した

上で、必要な機能が確保できる場合に考慮する。 

代替手段により機能を達成できるものに該当する主な火災防護対象機器 

・ 手動操作により機能を代替できるもの 

例：格納容器の隔離弁の一部、主冷却機のインレットベーン、入口ダンパ等 

※：格納容器の隔離弁のうち、通常時に開、機能要求時（アイソレーション時）に閉、駆

動源喪失時に状態が保持される一方で手動操作が可能な弁が該当する。 

 なお、原子炉運転中に内側及び外側において開口している配管に対する弁について

は、それぞれの操作場所を原子炉建物と原子炉附属建物で分散して配置している。 

※：主冷却機のインレットベーン及び入口ダンパに関連するケーブル等が焼損し、自動で

の開閉機能を喪失したとしても、運転員が手動で開閉することができる。 

 なお、本原子炉施設は、原子炉停止後の温度変化が緩やかであり、手動操作を行う時

間余裕を確保できる。 
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・ 異なる機器により機能を代替できるもの 

例：アニュラス部排気系、格納容器の隔離弁の一部、１次冷却材流量検出器、格納容器（床

上）温度計等 

※：アニュラス部排気系は、格納容器と格納容器の隔離弁により閉じ込め機能を代替でき

る。 

※：格納容器の隔離弁のうち、通常時に開、機能要求時（アイソレーション時）に閉、駆

動源喪失時にフェイルオープンの弁が該当する。当該弁に関連するケーブル等が焼損

し、開となった場合にあっても、その外側の逆止弁により閉じ込め機能を確保できる。 

※：１次冷却材流量検出器は、１次主循環ポンプの主電動機がトリップし、１次冷却材の

流量が低下した際に、原子炉保護系（スクラム）信号を発し、原子炉を自動スクラムす

る機能を有する。このため、１次冷却材流量検出器の機能を喪失した場合には、原子炉

を手動スクラムすることを定めることにより、１次冷却材流量検出器の機能を代替でき

る。 

 なお、安全停止状態の監視は、原子炉の出力を核計装（線形出力系又は起動系）、冷却

状態を原子炉容器出入口冷却材温度により監視することで達成できる。 

※：格納容器（床上）温度計は、格納容器（床上）の温度が上昇し、3つのうち 2つの温

度計が設定値に達した際に原子炉保護系（アイソレーション）信号を発し、原子炉を自

動アイソレーションする機能を有する。このため、複数の格納容器（床上）温度計の機

能を喪失した場合には、原子炉を手動アイソレーションすることを定めることにより、

格納容器（床上）温度計の機能を代替できる。 

 

（2）火災防護基準の三方策の基本的な組合せ 

火災防護基準の三方策の組合せは、上記の安全上の特徴並びに火災防護対象機器が属する

安全施設の安全機能、配置、構造及び動作原理に係る 4つの観点を考慮して、基本的に、以下

のとおりとする。 

① 3.2.1のⅰ）～ⅳ）のいずれにも該当しないもの 

3.2.1 のⅰ）～ⅳ）のいずれにも該当しない火災防護対象機器に対する火災防護対策は、

火災防護基準の三方策のそれぞれを考慮する。 

② 3.2.1のⅲ）又はⅳ）のいずれかに該当するもの 

3.2.1のⅲ）又はⅳ）のいずれかに該当する火災防護対象機器は、フェイルセーフ設計又

は代替手段により、火災防護対象機器が属する安全施設の安全機能を確保できる。 

ただし、火災による影響を受けることを考慮し、当該火災防護対象機器に対する火災防護

対策は、火災防護基準の火災の感知及び消火を考慮する。 

なお、火災の感知及び消火以外の火災防護対策は、消防法又は建築基準法に基づくものと

する。 

③ 3.2.1のⅰ）又はⅱ）のいずれかに該当するもの 

3.2.1のⅰ）又はⅱ）のいずれかに該当する火災防護対象機器は、周囲の雰囲気が窒素雰

囲気等の不活性雰囲気であるか、不燃性材料で構成されており、火災の影響を受けるおそれ
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がない。このため、当該火災防護対象機器に対する火災防護対策は、消防法又は建築基準法

に基づくものとする。 

 

3.2.2 ナトリウム燃焼に対する火災防護対策 

ナトリウム燃焼に対する火災防護対策は、設計基準において想定されるナトリウム燃焼により、

原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、本原子炉施設の安全上の特徴を考慮し、ナト

リウム燃焼の発生が想定される火災区画において「ナトリウム漏えいの発生防止」、「ナトリウム漏

えいの検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消火」、「ナトリウム燃焼の影響軽減」の

三方策のそれぞれを講じるものとする。 

なお、ナトリウム燃焼については、一般火災と異なり、消火活動に水を使用することができず、

窒息消火とその後のナトリウムの冷却が基本となるため、三方策をそれぞれ講じた上で、特にナト

リウム漏えいの発生防止に重点を置いて対策を講じる。 
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時
に

、
敷

地
周

辺
公

衆
へ

の
過

度
の

放
射

線
の

影
響

を
防

止
す

る
構

築
物

、
系

統
及
び
機
器

原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能

＊
3

①
１
次
主
冷
却
系

１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ

〇
２
）
逆
止
弁

②
２
次
主
冷
却
系

１
）
主
冷
却
機
（
主
送
風
機
を
除
く
。
）

放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能

①
格
納
容
器

－
〇

②
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
配
管
・
弁

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
、
系
統
及
び
機
器

工
学

的
安

全
施

設
及

び
原

子
炉

停
止

系
へ
の
作
動
信
号
の
発
生
機
能

＊
4

①
原
子
炉
保
護
系
（
ス
ク
ラ
ム
）

〇
②

原
子
炉
保
護
系
（
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ

ン
）

安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能

＊
5

①
中
央
制
御
室

〇
②

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）

③
交
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）

④
直
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）

＊
1
：
【
特
記
す
べ
き
関
連
系
】
炉
心
支
持
構
造
物
（
炉
心
支
持
板
、
支
持
構
造
物
）
、
炉
心
バ
レ
ル
構
造
物
（
バ
レ
ル
構
造
体
）
、
炉
心
構
成
要
素
（
炉
心
燃
料
集
合
体
、
照
射
燃
料
集
合
体
他
）

＊
2
：
【
特
記
す
べ
き
関
連
系
】
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
出
器
）

＊
3
：
【
特
記
す
べ
き
関
連
系
】
原
子
炉
容
器
（
本
体
）
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配
管
他
、
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配
管
他

＊
4
：
【
特
記
す
べ
き
関
連
系
】
関
連
す
る
核
計
装
、
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装

＊
5
：
【
特
記
す
べ
き
関
連
系
】
関
連
す
る
補
機
冷
却
設
備

[13]
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表
 
安
全
施
設
と
火
災
防
護
対
象
機
器
の
関
係
（
2/
3
）
 

 
 

Ａ
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
る
機
器
等
／
Ｂ

放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ

込
め
に

係
る

機
器

等
／
Ｃ

使
用
済

燃
料

の
冠

水
等
に
係

る
機
器

等

安
全
機
能
の
重
要
度
分
類

分
類

（
〇
：

選
定

）

分
類

定
義

機
能

構
築
物
、
系
統
又

は
機

器
Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｐ
Ｓ
－
２

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象
に

よ
っ

て
、

燃
料

の
多

量
の

破
損

を
直

ち
に

引
き

起
こ

す
お

そ
れ

は
な

い
が

、
敷

地
外

へ
の

過
度

の
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ
の

あ
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

原
子

炉
カ

バ
ー

ガ
ス

等
の

バ
ウ

ン
ダ

リ
機
能

①
１
次
ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
系

１
）

原
子
炉
カ
バ

ー
ガ
ス

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
属

す
る

容
器
・

配
管
・

弁
（

た
だ
し
、

計
装
等
の
小
口
径

の
も

の
を
除

く
。

）

―
〇

②
原
子
炉
容
器

１
）

本
体
（

原
子
炉

冷
却

材
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
属

す
る

も
の
及

び
計

装
等

の
小

口
径

の
も
の
を
除
く
。
）

③
１
次
主
冷
却
系

１
）

原
子
炉
カ
バ

ー
ガ
ス

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
属

す
る

容
器
・

配
管
・

弁
（

原
子
炉

冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ

に
属

す
る
も

の
及

び
計

装
等

の
小

口
径
の

も
の

を
除

く
。

）

④
１
次
オ
ー
バ
フ
ロ
ー
系

１
）

原
子
炉
カ
バ

ー
ガ
ス

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
属

す
る

容
器
・

配
管
・

弁
（

た
だ
し
、

計
装
等
の
小
口
径

の
も

の
を
除

く
。

）

⑤
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・

ド
レ
ン
系

１
）

原
子
炉
カ
バ

ー
ガ
ス

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

に
属

す
る

容
器
・

配
管
・

弁
（

た
だ
し
、

計
装
等
の
小
口
径

の
も

の
を
除

く
。

）

⑥
回
転
プ
ラ
グ
（
た
だ
し
、

計
装
等
の
小
口
径
の

も
の
を
除
く
。
）

燃
料
を

安
全
に
取
り
扱

う
機
能

①
核
燃
料
物
質
取
扱
設
備

―
〇

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象
に

よ
っ

て
、

燃
料

の
多

量
の

破
損

を
直

ち
に

引
き

起
こ

す
お

そ
れ

は
な

い
が

、
敷

地
外

へ
の

過
度

の
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ
の

あ
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

原
子

炉
冷

却
材

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も
の

で
あ

っ
て

、
放

射
性
物

質
を
貯
蔵
す
る
機
能

①
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク

―
〇

２
）
水
冷
却
池

②
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク

２
）
水
冷
却
池

③
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク

２
）
水
冷
却
池

④
気
体
廃
棄
物
処
理
設
備

１
）
ア
ル
ゴ
ン
廃
ガ
ス

処
理
系

Ｍ
Ｓ
－
２

Ｐ
Ｓ

－
２

の
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

損
傷

又
は

故
障

が
及

ぼ
す

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

放
射

線
の

影
響

を
十

分
小

さ
く

す
る

よ
う

に
す

る
構

築
物

、
系
統
及
び
機
器

燃
料
プ

ー
ル
水
の
保
持
機
能

①
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
水
冷
却
池

―
―

〇

２
）
水
冷
却
浄
化
設
備

の
う
ち

、
サ

イ
フ

ォ
ン

ブ
レ

ー
ク
弁

②
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
水
冷
却
池

２
）
水
冷
却
浄
化
設
備

の
う
ち

、
サ

イ
フ

ォ
ン

ブ
レ

ー
ク
弁

③
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
水
冷
却
池

２
）
水
冷
却
浄
化
設
備

の
う
ち

、
サ

イ
フ

ォ
ン

ブ
レ

ー
ク
弁

放
射
線

の
遮
蔽
及
び
放

出
低
減
機
能

①
外
周
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁

―
〇

②
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系

１
）
ア
ニ
ュ
ラ
ス

部
排

気
系
（

ア
ニ

ュ
ラ

ス
部

常
用
排
気
フ

ィ
ル

タ
を

除
く
。
）

③
非
常
用
ガ
ス
処
理
装
置

④
主
排
気
筒

⑤
放
射
線
低
減
効
果
の
大
き
い
遮
蔽
（
安
全
容
器
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
遮

へ
い

体
冷
却

系
を

含
む
。
）

異
常

状
態

へ
の

対
応

上
特

に
重

要
な

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

事
故
時

の
プ
ラ
ン
ト
状
態
の
把
握
機
能

①
事
故
時
監
視
計
器
の
一
部

〇

安
全

上
特

に
重

要
な

そ
の

他
の
構
築
物
、
系
統

及
び

機
器

安
全
上
重
要

な
関
連
機
能

①
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
②

交
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

③
直
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）

[14]
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安
全
施
設
と
火
災
防
護
対
象
機
器
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3
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Ａ
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
る
機
器
等
／
Ｂ

放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
る
機
器
等
／
Ｃ

使
用
済
燃
料
の
冠
水
等
に
係
る
機
器
等

安
全
機
能
の
重
要
度
分
類

分
類

（
〇
：
選
定
）

分
類

定
義

機
能

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｐ
Ｓ
－
３

異
常
状
態
の
起

因
事
象
と
な
る
も

の
で
あ
っ
て
Ｐ

Ｓ
－
１
、
Ｐ
Ｓ
－

２
以
外
の
構
築

物
、
系
統
及
び
機

器

１
次

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機
能

（
Ｐ

Ｓ
－
１
以
外
の
も
の
）

①
１

次
ナ

ト
リ

ウ
ム

純
化

系
の

う
ち

、
１

次
冷

却
材

を
内

蔵
し

て
い

る
か

、
又

は
内
蔵

し
得

る
容

器
・

配
管

・
ポ
ン

プ
・

弁
（

た
だ

し
、
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）

―
〇

②
１

次
オ

ー
バ

フ
ロ

ー
系
の

う
ち

、
１

次
冷

却
材

を
内
蔵

し
て

い
る

か
、

又
は

内
蔵
し

得
る

容
器

・
配

管
・

ポ
ン
プ

・
弁

（
た

だ
し

計
装
等
の
小
口
径
の
も

の
を
除
く
。
）

③
１

次
ナ

ト
リ

ウ
ム

充
填

・
ド

レ
ン

系
の

う
ち

、
１

次
冷

却
材

を
内

蔵
し

て
い

る
か

、
又

は
内

蔵
し

得
る

容
器

・
配

管
・

弁
（

Ｐ
Ｓ

－
１
に
属
す
る
も
の
及

び
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）

異
常
状
態
の
起

因
事
象
と
な
る
も

の
で
あ
っ
て
Ｐ

Ｓ
－
１
、
Ｐ
Ｓ
－

２
以
外
の
構
築

物
、
系
統
及
び
機

器

２
次

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機
能

（
通

常
運

転
時

の
炉

心
の

冷
却

に
関

連
す

る
も
の
）

①
２

次
主

冷
却

系
、

２
次

補
助

冷
却

系
、

２
次

ナ
ト

リ
ウ

ム
純

化
系

及
び

２
次

ナ
ト

リ
ウ

ム
充

填
・
ド
レ
ン
系

１
）
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装

等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）

〇

放
射
性
物
質
の
貯
蔵
機
能

①
液
体
廃
棄
物
処
理
設
備

―
〇

②
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
設
備

通
常
運
転
時
の
冷
却
材
の
循
環
機
能

①
１
次
主
冷
却
系

１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ

ⅰ
）
１
次
主
循
環
ポ
ン

プ
本
体
（
循
環
機
能
）

〇
ⅱ
）
主
電
動
機

②
２
次
主
冷
却
系

１
）
２
次
主
循
環
ポ
ン
プ

ⅰ
）
２
次
主
循
環
ポ
ン

プ
本
体
（
循
環
機
能
）

ⅱ
）
電
動
機

通
常

運
転

時
の

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
の
熱
輸
送
機
能

①
２
次
主
冷
却
系

１
）
主
送
風
機

ⅰ
）
電
動
機

〇
ⅱ
）
電
磁
ブ
レ
ー
キ

電
源

供
給

機
能

（
非

常
用

を
除

く
。
）

①
一
般
電
源
系
（
受
電
エ
リ
ア
）

〇

プ
ラ

ン
ト

計
測

・
制

御
機

能
（

安
全

保
護
機
能
を
除
く
。
）

①
原
子
炉
冷
却
材
温
度
制
御
系
（
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装
及
び
制
御
用
圧
縮
空
気
設
備
を
含
む
。
）

〇

原
子
炉
冷
却
材

中
放
射
性
物
質
濃

度
を
通
常
運
転

に
支
障
の
な
い
程

度
に
低
く
抑
え

る
構
築
物
、
系
統

及
び
機
器

核
分

裂
生

成
物

の
原

子
炉

冷
却

材
中

へ
の
放
散
防
止
機
能

①
炉
心
構
成
要
素

１
）
炉
心
燃
料
集
合
体

ⅰ
）
被
覆
管

―
〇

２
）
照
射
燃
料
集
合
体

ⅰ
）
被
覆
管

Ｍ
Ｓ
－
３

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
が

あ
っ
て
も
Ｍ
Ｓ

－
１
、
Ｍ
Ｓ
－
２

と
あ
い
ま
っ
て

、
事
象
を
緩
和
す

る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器

制
御
室
外
か
ら
の
安
全

停
止
機
能

①
中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
盤
（
安
全
停
止
に
関
連
す

る
も
の
）

〇

燃
料
プ
ー
ル
水
の
補
給

機
能

①
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
水
冷
却
浄
化
設
備
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

―
―

〇
②

第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
水
冷
却
浄
化
設
備
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

③
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

１
）
水
冷
却
浄
化
設
備
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

出
力
上
昇
の
抑
制
機
能

①
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
系

１
）
制
御
棒
引
抜
き
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
系

〇

異
常
状
態
へ
の

対
応
上
必
要
な
構

築
物
、
系
統
及
び
機
器

緊
急
時
対
策
上
重
要
な
も
の
及
び

異
常
状
態
の
把
握
機
能

①
事
故
時
監
視
計
器
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）

―
―

―

②
放
射
線
管
理
施
設
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）

③
通
信
連
絡
設
備

④
消
火
設
備

⑤
安
全
避
難
通
路

⑥
非
常
用
照
明
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第 3.1図 一般火災に対する火災防護対策の全体像 

  

【火災による損傷の防止の基本方針（第8条）】
・原子炉施設は、想定される火災によっても、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を
維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるように、さ
らに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維
持できるように設計する。

・原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統及び機器に対
して、適切な火災防護対策を講じる設計とする。

安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統及び機器

火災防護対象機器

・原子炉の安全停止に係る機器等
・放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等
・使用済燃料の冠水等に係る機器等

【火災区域の設定】
・火災防護対象機器の配置等を考慮して火災区域
又は火災区画を設定

【火災防護対策】
・『火災防護基準』［1］を参考に、「火災の発生防
止」、「火災の感知及び消火」並びに「火災の影
響軽減」を必要に応じて組み合わせた火災防護対
策を講じる。火災防護対策の組合わせについては、
火災防護対象機器ごとに、以下の観点を考慮する。

ⅰ）環境条件から火災が発生しない。

ⅱ）不燃性材料で構成されている。

ⅲ）フェイルセーフ設計のため、機能に

影響を及ぼさない。

ⅳ）代替手段により機能を達成できる。

③ 『消防法』又は『建築基準法』に
基づき対策
※：周囲の雰囲気が窒素雰囲気等で火

災の発生するおそれがないか、不
燃性材料で構成され火災により機
能を喪失するおそれがなく、火災
によって影響を受けないものであ
るため、『消防法』又は『建築基
準法』に基づく対策を講じるもの
とする。

いずれかに該当

いずれかに該当

② 『消防法』又は『建築基準法』に
基づく対策に加えて、『火災防護
基準』に基づく「火災の感知及び
消火」を考慮して対策
※：フェイルセーフ設計であるか、代

替手段により機能を確保できるも
のであるが、火災により影響を受
けること等に鑑み、当該機器等か
らの火災の発生を迅速に感知して、
速やかに原子炉を停止できるよう
『火災防護基準』に基づく「火災
の感知及び消火」の対策を講じる
ものとする。

ⅰ）～ⅳ）のいずれにも該当しない。

① 『火災防護基準』に基づく「火災の発生防止」、
「火災の感知及び消火」並びに「火災の影響軽
減」のそれぞれを考慮して対策

該当しない。

該当する。

［1］実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準、平成25年6月19日 原子力規制委員会決定
［2］女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（令和2年3月27日時点、原子力規制

部 新規制基準適合性チーム）
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第 3.2.1.1図 １次補助冷却系循環ポンプの概略図 
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